
証券コード5287

平成30年６月８日

株 主 各 位
神戸市中央区中山手通五丁目１番３号

代表取締役社長 畑 中 浩

　

第69回定時株主総会招集ご通知
　

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第69回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださ

いますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができます

ので、お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討いただき、同封の議決権行使書用

紙に賛否をご表示いただき、平成30年６月27日（水曜日）午後５時までに到着するよ

うご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成30年６月28日 (木曜日) 午前10時

2. 場 所 大阪市北区豊崎三丁目９番１号

ホテルサンルート梅田 本館２階「太陽の間」

（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

3. 目 的 事 項

報 告 事 項 第69期（自平成29年４月１日 至平成30年３月31日）事業報告

及び計算書類の内容報告の件

決 議 事 項

第１号議案 剰余金の処分の件

第２号議案 伊藤恒業株式会社との合併契約承認の件

第３号議案 取締役５名選任の件

第４号議案 監査役１名選任の件

第５号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

以 上
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◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くだ
さいますようお願い申し上げます。

◎当社は、株主総会参考書類中の第２号議案「伊藤恒業株式会社との合併契約承認の
件」に記載すべき事項のうち、「３．会社法施行規則第191条に定める事項の内容の概
要(3)伊藤恒業株式会社の最終事業年度に係る計算書類等の内容」につきましては、
法令及び当社定款第１６条の規定に基づき、インターネット上の当社のウェブサイ
ト（https://itoyogyo.co.jp/ir/investors/）に掲載しておりますので、本株主総
会招集ご通知の添付書類には記載しておりません。

◎株主総会参考書類並びに事業報告及び計算書類に修正が生じた場合には、インター
ネット上の当社のウェブサイト (https://itoyogyo.co.jp) に掲載させていただき
ます。
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(添付書類)

　

事 業 報 告

（自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日）

　

1. 株式会社の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

当事業年度における経済情勢は、海外経済においては、新興国の一部に弱さが

残るものの、緩やかな成長を続けました。わが国経済におきましては、雇用・所

得環境の着実な改善を背景に、2020年東京オリンピック・パラリンピック関連の

特需や企業の生産性向上に関わる設備投資の増加、また、きわめて緩和的な金融

環境と政府の大型経済対策の効果もあって、景気は拡大いたしました。

当社の関連する業界におきましては、政府のインフラ長寿命化基本計画や国土

強靭化基本法のもと、東日本大震災や熊本地震等からの早期復興・創生や、道路

施設の老朽化対策、道路の防災・震災対策や代替性の確保のための道路ネットワ

ークの整備、大都市圏環状道路等を中心とした物流ネットワークの整備、生活道

路・通学路の安全対策による国民の安全・安心への取り組みが政策態度に掲げら

れています。さらに、当社の無電柱化製品と関連して、「無電柱化の推進に関する

法律」が2016年12月に施行され、併せて、電線管理者が既存の電柱を撤去し、電

線を地中化する場合の支援の仕組みを要求する等の、新たな国の無電柱化推進計

画の策定が進められています。加えて、従来の手法と異なる「次世代の無電柱化

手法」として、低コスト手法によるモデル施工の計画が各地域で進められており

ます。

このような状況の中で、当社では2017年度においては「Challenge the New

Stage！－高い向上心をもって羽ばたこう！」という社内スローガンを経営方針と

して掲げ、事業を推進いたしました。

製商品に関しましては、交通事故対策ともなる自転車通行の優位性強化製品で

ある「ライン導水ブロック」等の道路製品の販売促進活動や、実物を見せるデモ

ンストレーション活動、また、各地で開催される展示会への出展等のＰＲ活動を

強化しながら推進するとともに、国内だけではなく海外に対しても当社製品の拡

販の準備を進めております。また、主に政府の「無電柱化低コスト手法技術検討

委員会」の方針に基づき開発・設計された従来の手法とは異なる次世代の無電柱

化を主眼に据えた無電柱化製品「D.D.BOX」「S.D.BOX」シリーズの販売を促進して

まいりました。当無電柱化製品におきましては、平成29年11月30日付で公表いた

しましたとおり、東京都内某所や京都・先斗町にて正式採用され、また、平成30

年３月６日付で公表いたしました世界遺産 平泉「無量光院跡」（岩手県平泉町）の
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無電柱化工事におきましても、貴重な遺構の回避を目的とした超浅層埋設区間に

当社の無電柱化製品が採用されました。道路状況を勘案しつつ、道路管理者・有

識者並びに各電力・通信会社と調整しながら進めてまいりました結果、当製品の

独自性・優位性が評価されたものと考えており、現在提案中の案件も、全国的に

広がりをみせております。

また、環境対策商品についても、周知活動を邁進していく中で官民の環境への

意識と理解が高まってきており、特に「ヒュームセプター」におきましては、高速

道路関連事業や民間施設の環境対策として好調に推移しております。

そして、中期ビジョンである「自ら需要をつくれる企業」に向けた実践、また、

永続企業に必要となる「持続可能な収益モデル」の早期確立等に注力してまいり

ました。

生産面におきましては、工場敷地内における現場作業者用の休憩所建物を改修

し、設備整備を進めながら、熱中症対策等といった職場環境の改善を推進してま

いりました。

また、ワーク・ライフ・バランスの一環として、経済産業省が推進する「プレ

ミアムフライデー」への取り組みを試験導入として開始し、従業員の「働き方改

革」実現を目指しております。

当社保有遊休土地につきましては、将来に向けた有効活用と運用を模索し、当

社経営資源の有効活用及び今後の新たな不動産運用活用を図るための売却を行い、

積極的な課題解決に取り組んでまいりました。

その結果、当事業年度の売上高は26億87百万円（前事業年度比3.8％増）、営業

利益は19百万円（同57.7％減）、経常利益は26百万円（同50.9％減）、当期純利益

は２億12百万円（前事業年度は当期純損失１億95百万円）となりました。平成29

年６月５日付で公表いたしました「固定資産の譲渡及び特別利益の計上並びに業績

予想の修正に関するお知らせ」、平成29年11月10日付で公表いたしました「固定資

産の譲渡に関するお知らせ」及び平成29年12月21日付で公表いたしました「固定資

産の譲渡及び特別利益の計上並びに業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり、

固定資産の譲渡により、固定資産売却益を計２億６百万円計上しております。

なお、平成29年５月12日付で公表いたしました「平成29年３月期決算短信〔日本

基準〕（非連結）」17ページ※９減損損失に記載の、減損損失として含まれていた処

分見込費用17百万円につきましては、平成29年12月21日付で公表いたしました「固

定資産の譲渡及び特別利益の計上並びに業績予想の修正に関するお知らせ」のとお

り、建物を解体せず、売却することとなったことから、撤去費用戻入益として、

同額を特別利益に計上しております。
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(2) 設備投資等の状況

当事業年度中の設備投資の主なものは、本店事務所移転に伴う土地の購入及び

建物の改装費用、「ライン導水ブロック」等製造用の型枠や機械設備等であり、そ

の総額は１億51百万円であります。

　

(3) 資金調達の状況

当事業年度においては、総額50百万円の短期借入れを実施いたしました。

　

(4) 対処すべき課題

次期といたしましては、昨年度までの課題を基に抜本的な具体策を明示し、実

践しつつ、「持続可能な収益モデル」の早期確立のため、次期の経営方針として

「進取果敢に。－変化をいとわず挑めるチームへ」という社内スローガンを掲げて

おります。引き続き、官民各顧客に対し当社の強みである付加価値の高い既存製

商品の独自性・優位性を高める周知活動の徹底強化、開発本部を中心に知的財産

権を活用した製商品開発、異業種連携による新たなネットワークの構築、当社が

保有する資産のさらなる有効活用、それらを推進するための各種投資等を積極的

に行ってまいります。

一方で、中期ビジョンの核となる無電柱化製品を含む当社が取扱う付加価値の

高い製品は、その特殊性から、普及までに時間を要する商材もあります。また、

近年頻発している日本特有の大規模な自然災害が発生した際に、復旧・復興事業

に優先的に予算配分される不確実性もあり、このような要因を織り込んで、国・

地方自治体並びに民間需要の方向性を見極めつつ、段階を踏み一歩ずつ着実な成

長を目指してまいります。

このような環境の中、当社に関連する主な具体的整備事業は、次のとおりであ

ります。

当事業年度における具体的諸施策は、次のとおりであります。

① 道路の老朽化対策を含む「インフラ老朽化対策の推進」

② 通学路・緊急輸送道路等に向けた「無電柱化の推進」

③ 自転車・歩行者中心の空間づくりを目的とした「生活道路・通学路の安全対

策」

④ 自転車道・自転車専用通行帯といった「自転車の利用環境の整備」

⑤ ゲリラ豪雨等の「頻発する局地的な豪雨対策」
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引き続き、産業界全体の課題である原材料の高騰や生産・建築現場における人

材不足に伴う人材確保の影響等に対処しながら、公共事業だけでなく民間市場や

海外市場にも積極的に参入することで下期偏重となっている収益構造の改善を図

るとともに、永続企業に必要となる「持続可能な収益モデル」の早期確立、そし

て次のステップとして「新たなビジネスモデルのステージ」を描き、既存製品の

進化だけではなく、常に新たな製品の開発と販売に挑戦することでさらなる価値

を生み出していくことに引き続き注力してまいります。並行して、各部門におけ

る業務課題とその対応策についても積極的に取り組んでまいります。

また、当社では2020年に創業70周年を迎えることから、70周年にふさわしい記

念事業の準備も進めてまいります。

今後も、「魅力ある企業」として輝き、ステークホルダーの皆様から信頼いただ

けるよう、さらに努力を重ねてまいります。

株主の皆様におかれましては、今後ともなお一層のご指導ご鞭撻を賜りますよ

う、何卒よろしくお願い申し上げます。

(5) 財産及び損益の状況の推移
　

区 分
第 66 期

平成27年３月期
第 67 期

平成28年３月期
第 68 期

平成29年３月期
第69期(当期)
平成30年３月期

売 上 高 (千円) 2,449,545 2,348,740 2,589,703 2,687,702

経 常 利 益 (千円) 29,557 20,578 54,823 26,938

当期純利益又は当期純損失(△) (千円) 34,756 18,419 △195,769 212,542

１株当たり当期純利益又は当期純損失(△) (円) 11.64 6.17 △65.56 71.18

総 資 産 (千円) 3,994,978 4,021,463 4,119,357 4,246,498

純 資 産 (千円) 3,170,808 3,158,743 2,958,328 3,147,750
　

(注) 1. １株当たり当期純利益又は当期純損失（△）は、期中平均発行済株式数（自己株式控除後）
により算出しております。なお、自己株式数に関する事項につきまして、後述の「2.会社の
株式に関する事項」に記載しております。

2. 第66期は、消費税引き上げ前の駆け込み需要に伴う大幅な需要減があったこと等から、売
上高は第65期を5.4％下回っております。
第67期は、建設業界における人手不足の影響等により、道路製品の発注遅れが大きく影響

したことにより、売上高は第66期を4.1％下回っております。
第68期は、道路製品の発注遅れの好転が下期にかけて顕著に表れ、売上高は第67期を10.3

％上回っております。
第69期（当期）の状況につきましては、前記「(1)事業の経過及びその成果」に記載のとお

りであります。
　

(6) 重要な子会社の状況

特記すべき事項はありません。

― 6 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2018年05月25日 18時12分 $FOLDER; 6ページ （Tess 1.50(64) 20161024_02）



(7) 主要な事業内容
　

区 分 主 要 製 ・ 商 品 等

コンクリート製品関連事業
道路関連製品、バイコンパイプ、バイコンマンホール、
ゴムジョイント、環境関連商品等

建築設備機器関連事業
空調設備を中心とする建築設備関連機器の販売・施工、
メンテナンス

不 動 産 関 連 事 業 賃貸用マンション・駐車場等の賃貸、管理

　

(注) コンクリート製品の成形方法として、水セメント比の小さな生コンクリートを、高周波の振動
（バイブレーション）と成形終盤の圧縮力（コンプレッション）により強固に締め固め、成形終
了後、即時に脱型する製法をバイコン製法といいます。当社のコンクリート製品は、このバイコ
ン製法により製造しているため、主力製品であるパイプ・マンホール等については「バイコン」
の名を冠しております。

(8) 主要な営業所及び工場

① 本 店 神戸市中央区中山手通五丁目１番３号

② 営業所及び工場
　

大 阪 本 部 大阪市北区 加 西 工 場 兵庫県加西市

大 阪 営 業 所 大阪市北区 多 紀 製 造 所 兵庫県篠山市

東 京 支 店 東京都中央区

神 戸 営 業 所 神戸市中央区

岡 山 営 業 所 岡山県瀬戸内市

(9) 従業員の状況
　

従 業 員 数 前 期 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

名 名 歳 年

133 9増 42.9 10.8
　

(注) 1. 上記従業員数は就業人員数であります。
2. 平均年齢、平均勤続年数は、それぞれ小数点第２位を四捨五入して表示しております。

　

(10)主要な借入先

借 入 先 借 入 金 残 高

　株式会社 三菱東京ＵＦＪ銀行 126,676千円

　株式会社 三井住友銀行 50,000千円

(注) 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行は、平成30年４月１日に銀行名を株式会社三菱ＵＦＪ銀行に変更
いたしました。
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(11)その他株式会社の現況に関する重要な事項

特記すべき事項はありません。

2. 会社の株式に関する事項

　 ① 発行可能株式総数 14,270,000株

　 ② 発行済株式の総数 3,568,000株（自己株式581,888株を含む)

　 ③ 当事業年度末の株主数 1,154名（前期末比20名減）

　 ④ 大 株 主（上位10位）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 ％

畑 中 千 弘 840,400 25.98

伊 藤 泰 博 354,400 10.96

畑 中 浩 太 郎 290,100 8.97

畑 中 雄 介 290,100 8.97

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口) 248,100 7.67

伊 藤 友 紀 163,800 5.06

栗 岡 千 絵 163,800 5.06

楽 天 証 券 株 式 会 社 43,800 1.35

イ ト ー ヨ ー ギ ョ ー 社 員 持 株 会 36,700 1.13

畑 中 浩 33,000 1.02
　

(注) 1. 上記の日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）は、当社の株式を従業員に
給付し、当社の株価や業績との連動性をより高め、経済的な効果を株主の皆様と共有するこ
とにより、株価上昇及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めることを目的とした「株式
給付型ESOP信託」（以下、「ESOP信託」という）を導入したことによるものであります。

2. 持株比率は、自己株式(581,888株)のうち、ESOP信託所有自己株式(248,100株)を除く、当
社所有自己株式(333,788株)を控除して計算し、小数点第３位を四捨五入して表示しておりま
す。

　

3. 会社の新株予約権等に関する事項

特記すべき事項はありません。
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4. 会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の氏名等
　

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 畑 中 浩 経営管理本部長 兼 インフラ事業本部長

常 務 取 締 役 神 代 丈 生 開発本部長 兼 生産技術部長

取 締 役 髙 岡 薫 生 開発本部副本部長 兼 技術開発部長

取 締 役 岡 博

監 査 役（常勤) 鑄 方 徳 亮

監 査 役 喜 多 秀 樹 弁理士

監 査 役 藤 原 信 介 税理士
　

(注) 1. 取締役岡博氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
2. 監査役喜多秀樹及び藤原信介の両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役でありま
す。

3. 監査役藤原信介氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見
を有するものであります。また、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

(2) 責任限定契約の内容の概要

当社は、社外取締役及び監査役全員との間で、会社法第427条第１項及び当社定

款の規定に基づき、同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており

ます。当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第１項に定める額を責任

の限度としております。

(3) 取締役及び監査役の報酬等の額
　

区 分 人 数 報 酬 等 の 額 摘 要

取 締 役 4人 50,700千円

(うち社外取締役) ( 1人) ( 1,800千円)

監 査 役 3人 7,380千円

(うち社外監査役) ( 2人) ( 2,400千円)

計 7人 58,080千円
　

(注) 1. 株主総会の決議(平成26年６月27日)による取締役報酬限度額は年額150,000千円でありま
す。

2. 株主総会の決議(平成12年２月24日)による監査役報酬限度額は年額20,000千円であります。
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(4) 社外役員に関する事項

① 重要な兼職先と当社との関係

社外取締役岡博氏、社外監査役喜多秀樹氏及び社外監査役藤原信介氏は、い

ずれも重要な兼職はありません。

② 主な活動状況

区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

取 締 役 岡 博

当事業年度に開催された取締役会のすべてに出席し、議案審議

等につき、経験豊富な経営者の観点から必要な発言を行ってお

ります。

監 査 役 喜 多 秀 樹

当事業年度に開催された臨時を除く取締役会及び監査役会のす

べてに出席いたしました。取締役会においては適宜、発言及び

質問を行っております。監査役会においては、監査結果につい

ての意見交換、監査に関する重要事項の協議を行っておりま

す。

監 査 役 藤 原 信 介

当事業年度に開催された取締役会及び監査役会に八割以上出席

いたしました。取締役会においては適宜、発言及び質問を行っ

ております。監査役会においては、監査結果についての意見交

換、監査に関する重要事項の協議を行っております。

　

5. 会計監査人に関する事項

(1) 会計監査人の名称

ひびき監査法人
(注) 平成29年６月29日開催の第68回定時株主総会において、新たにひびき監査法人が当社の会計監

査人に選任されたことに伴い、当社の会計監査人であった清和監査法人（平成29年７月１日付
で、名称をＲＳＭ清和監査法人に変更しております。）は退任いたしました。

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
　

支払額

① 報酬等の額 12,800千円

② 当社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 12,800千円
　

(注) 1. 監査役会は、取締役会、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴
取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従来の事業年度における職務執行状況や報酬見
積の算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を
行っております。

2. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基
づく監査の監査報酬の額を区分しておりませんので、①の金額にはこれらの合計額を記載し
ております。

(3) 非監査業務の内容

　特記すべき事項はありません。
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(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他その必要があ

ると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締

役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。

　また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当

すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を

解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集さ

れる株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたし

ます。

なお、会計監査人の継続監査年数等を勘案して、再任若しくは不再任の決定を

行います。

6. 会社の体制及び方針

当社は、平成27年５月１日施行の改正会社法及び改正会社法施行規則に基づく業

務の適正を確保するため、「内部統制システムに関する基本方針」を以下のとおり整

備し、会社の業務の適法性・効率性の確保並びにリスクの管理に努めます。また、

必要に応じて見直しを行い、実効性のある体制の構築に努めます。

(1) 当社及び子会社の取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合すること

を確保するための体制

① 当社及び子会社のすべての取締役及び使用人は、企業理念及び社是に基づい

た行動を行い、法令・社会規範を遵守するとともに、「取締役会規程」その他関

連規程を制定し、実効性ある内部統制システムの構築に努めております。

② 当社及び子会社は監査役制度を採用し、監査役は取締役会及びその他の重要

な会議に出席するほか、「監査役会規程」に基づき、内部統制システムの有効性

と機能を監査し、不正の発見・防止及びその是正を行っております。

③ 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、社会的信頼の維持

及び業務の公正性を確保するためのコンプライアンス体制の基礎として、当社

代表取締役社長を議長とする「コンプライアンス推進チーム」及び「クロス・

ファンクショナル・チーム」を設置し、コンプライアンス上の重要な問題を審

議するとともに、コンプライアンス体制の維持・向上を図り、当社及び子会社

の取締役及び使用人への啓蒙・教育を行っております。

④ 内部監査部門として、業務執行ラインから独立した当社代表取締役社長直轄

の監査室を設置し、「内部監査規程」に基づき、当社各部門及び当社子会社の業

務執行及びコンプライアンスの状況等について定期的に監査を実施し、その結

果を当社代表取締役社長へ報告を行っております。
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(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

① 法令及び「取締役会規程」の定めるところに従い、取締役の職務の執行に係

る取締役会の議事録を作成し、適切に保管・管理しております。

② 各部署の業務遂行に伴って「職務権限規程」に従って決裁される案件は、電

子システムあるいは書面によって決裁し、適切に保管・管理しております。

③ 管理部を主管部署として秘匿管理に配慮した厳格な保管・管理を行い、取締

役、監査役等から業務上の必要により閲覧の申請があった場合には、閲覧でき

る仕組みとしております。

④ 「文書管理規程」、「情報システム管理規程」等を定め、これに基づき情報を保

管・管理するものとし、管理水準の向上を図っております。

(3) 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

① 当社は、「組織規程」、「職務分掌規程」及び「職務権限規程」等を整備し、取

締役及び使用人の権限と責任を明確に定めるとともに、これに基づくリスク管

理体制を構築することにより、リスクの発生率低減を図るとともに、リスクを

早期に発見し、必要な対策を検討・実行することにより、万一発生したリスク

の会社に与える被害の最小化に努めております。子会社においても、その規模

及び特性等を踏まえ、当社の社内規程等に準じた体制を構築し、損失の危険等

の管理に係る体制を整備しております。

② 当社及び子会社において、全社的・組織横断的なリスクのマネジメントにつ

いては、当社代表取締役社長を本部長とした経営管理本部を管理責任部門とし

て任命し、関連部署は担当取締役とともにリスク管理体制を構築するとともに、

その責任のもと、リスク管理マニュアルを策定する等の具体的対策に努め、必

要に応じて第三者の助言を求めて迅速な対応を行っております。

(4) 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため

の体制

① 当社及び子会社は、取締役会を設置し、「取締役会規程」に基づき、会社の重

要な業務執行の決定及び個々の取締役の職務の執行の監督を行っております。

また、取締役による職務執行の監督機能を維持・向上するため、社外取締役を

継続的に選任し、公正かつ適正に業務を執行しております。

② 当社及び子会社は、効率的で機動的な経営を行うための基礎として、原則と

して取締役会を月１回開催するほか、取締役会の構成は小規模なものとし、業

務執行については明確な形で執行役員及び使用人に権限を委譲しております。

③ 取締役会は、中期経営計画及び各年度の予算を定め、達成すべき目標を明確

化し、その目標達成のために毎事業年度ごとの重点課題及びその実施計画を立

案・実行し、その進捗状況の管理を行っております。
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④ 取締役会の決定に基づく職務執行は、「組織規程」、「職務分掌規程」及び「職

務権限規程」に基づき、責任と権限を明確に定めるとともに、効率的に執行で

きる体制としております。

⑤ 取締役の監督機能と業務執行機能を分離するために執行役員制度を導入し、

「執行役員規程」に基づき、意思決定の迅速化と責任の明確化を推進しておりま

す。

⑥ 当社は、取締役及び執行役員等で構成する「情報ブリーフィング」を定期的

に開催し、業務執行上の重要課題について報告を行っております。

(5) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

① 子会社においては自主的経営を基本としておりますが、当社が子会社の経営

内容を的確に把握するために、業績・財務状況、重要な報告事項を定期的に当

社へ報告することを子会社の各取締役に義務付け、当社及び子会社の事業に関

して、重要な案件は事前に協議し相互に密接な連携のもとに経営を円滑に運営、

事業の発展を図るため「関連会社管理規程」に基づき、子会社の経営状況等を

管理する体制を図っております。

② 子会社のコンプライアンス体制及びリスク管理等は、当社経営管理本部が網

羅的・統括的に管理しております。

③ 「関連会社管理規程」に基づき、子会社の管理基準を明確化し、当社及び子会

社の意思の疎通を図り、円滑なグループ活動と技術、生産、営業、販売の諸問

題につき協調を促進するため、定期的に関連会社連絡会議を開催しております。

④ 子会社に対する監査は、当社「内部監査規程」に基づき、当社監査部門が定

期的に監査を実施し、その結果を当社代表取締役社長へ報告を行っております。

(6) 当社及び子会社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場

合における当該使用人に関する事項並びに当該使用人の取締役からの独立性及び

当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

① 当社及び子会社は、監査役の職務を補助すべき使用人を配置する必要が生じ

た場合、又は監査役から要請がある場合には、当社代表取締役社長と協議のう

え、監査役の職務を補助する使用人を選任し、監査業務に必要な事項を命令す

ることができます。また、必要に応じて管理部に所属する者も職務の補助にあ

たるものとしております。

② 選任期間中の当該使用人に対する指揮権は監査役に移譲され、その命令に関

して取締役の指揮命令は受けないものとしております。当該使用人の任免・異

動・人事評価については、監査役と事前に協議を行い、承認を得たうえで決定

するものとしております。

③ 当該使用人が他部署の使用人を兼務する場合は、監査役の職務の補助を優先

するものとしております。
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(7) 当社及び子会社の取締役及び使用人等が監査役に報告をするための体制その他

の監査役への報告に関する体制並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由

として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

① 当社及び子会社の取締役及び使用人等は、「監査役会規程」に基づき、監査役

から業務の執行状況について報告を要請された場合、迅速に報告及び情報提供

を行っております。

② 当社及び子会社の取締役及び使用人等は、当社及び子会社の経営に重大な影

響を及ぼす又はそのおそれのある法令、定款違反などの事実を発見した場合、

その他監査役に報告すべきものと定めた事項が発生したときは、遅滞なく監査

役に報告するものとしております。また、上記に係わらず、監査役はいつでも

必要に応じて当社及び子会社の取締役及び使用人等に対して報告を求めること

ができます。

③ 当社監査役へ報告を行った当社及び子会社の取締役及び使用人等に対し、不

正な目的で通報を行った場合を除き、報告したことを理由として不利な取扱い

を行うことを一切禁止し、その旨を当社及び子会社の取締役及び使用人等に周

知徹底しております。

④ 当社及び子会社の監査役は、取締役の意思決定に関し善管注意義務・忠実義

務等の履行状況を監視・検証するため、取締役会及びその他の重要な会議に出

席するほか、稟議書、契約書等の業務執行に係る重要な文書については監査役

の判断に基づき随時閲覧できるものとし、必要があると認められるときは、当

社及び子会社の取締役及び使用人等に説明を求めるとともに意見を述べており

ます。

(8) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

① 監査役のうち半数以上を社外監査役とし、独立性を強化しております。監査

役は定期的に監査役会を開催し、監査役相互の情報・意見交換を通じて課題を

共有するとともに、必要に応じて随時協議を行っております。

② 監査役は、代表取締役社長、内部監査人及び会計監査人それぞれとの間で定

期的に意見交換会を開催するものとし、必要に応じて弁護士、公認会計士、コ

ンサルタントその他外部アドバイザーを任用しております。

(9) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職

務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査役がその職務の執行について、当社及び子会社に対し必要な費用の前払

又は償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認め

られた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理しております。
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(10) 財務報告の信頼性及び適正性を確保するための体制

① 当社及び子会社の財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法その他

の関係法令等に基づき「財務報告に係る内部統制の基本方針」を制定し、有効

かつ適切な内部統制の整備及び運用する体制を構築しております。

② すべての取締役及び使用人は、「統制環境」「リスクの評価と対応」「統制活

動」「情報と伝達」「モニタリング（監視活動）」「ＩＴ（情報技術）への対応」

の６つの基本的要素を業務に取り込み、その体制について適正に機能すること

を継続的に評価し、必要な是正措置を行うこととしております。

(11) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当事業年度における当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概

要は、以下のとおりであります。

① 主な会議の開催状況として、取締役会は15回開催しました。その他、監査役

会は14回、コンプライアンス体制の基礎となるクロス・ファンクショナル・チ

ーム会議は10回開催いたしました。また、警察との連携強化、反社会的勢力に

関する情報収集を図るため、企業防衛対策協議会の定例会議にも参加しており

ます。

② 監査役は、監査役会において定めた監査計画に基づく監査を行うとともに、

当社代表取締役社長及び他の取締役、監査室、会計監査人との間で意見を交換

し、各事業所を視察する等の情報交換を図っております。

③ 監査室は、「監査計画書」や「Ｊ－ＳＯＸ基本方針書」に基づき、当社の各部

門の業務執行及び子会社の業務の監査、内部統制監査を実施いたしました。

(12) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社及び子会社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団

体とは、毅然とした態度で臨み、取引関係その他の一切の関係を排除すること、

それらの行動を助長するような行為を行わないことを基本方針としております。

また、管理部を統括部門として、企業防衛対策協議会への加盟、弁護士、警察

等の社外の専門家や関係機関等と連携して積極的な情報の収集・管理を行いな

がら、不当要求を受けた場合への解決を図る体制を整えております。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

本事業報告中の記載金額及び株数は、表示の数値未満を切り捨てて表示しております。
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貸 借 対 照 表

(平成30年３月31日現在)

(単位：千円)
　

科 目 金 額 科 目 金 額
資 産 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

電 子 記 録 債 権

売 掛 金

完 成 工 事 未 収 入 金

商 品 及 び 製 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

前 払 費 用

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 装 置

車 両 運 搬 具

工具、器具及び備品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

電 話 加 入 権

リ ー ス 資 産

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

破 産 更 生 債 権 等

長 期 前 払 費 用

投 資 不 動 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

2,054,781

788,359

335,663

101,696

286,131

83,892

381,298

57,861

7,906

11,971

2,191,716

1,570,315

331,142

66,316

50,774

0

28,949

1,056,840

20,546

15,745

6,062

1,906

818

3,337

615,339

105,677

26,152

36,327

3,425

444,300

35,782

△36,327

負 債 の 部

流 動 負 債 670,466

支 払 手 形 326,543

買 掛 金 97,192

短 期 借 入 金 50,000

1年内返済予定の長期借入金 19,992

未 払 金 50,843

工 事 未 払 金 28,605

繰 延 税 金 負 債 1,358

未 払 費 用 10,621

未 払 法 人 税 等 9,797

預 り 金 20,358

リ ー ス 債 務 13,379

完 成 工 事 補 償 引 当 金 597

賞 与 引 当 金 7,600

そ の 他 33,576

固 定 負 債 428,281

長 期 借 入 金 106,684

長 期 未 払 金 63,000

繰 延 税 金 負 債 96,522

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 7,290

退 職 給 付 引 当 金 121,106

リ ー ス 債 務 19,797

そ の 他 13,882

負 債 合 計 1,098,748

純 資 産 の 部

株 主 資 本 3,097,787
資 本 金 500,000

資 本 剰 余 金 249,075

資 本 準 備 金 249,075

利 益 剰 余 金 2,566,436

利 益 準 備 金 61,400

そ の 他 利 益 剰 余 金 2,505,036

固定資産圧縮積立金 197,540

別 途 積 立 金 1,920,000

繰 越 利 益 剰 余 金 387,495

自 己 株 式 △217,724

評 価 ・ 換 算 差 額 等 49,962

その他有価証券評価差額金 49,962

純 資 産 合 計 3,147,750
資 産 合 計 4,246,498 負 債 及 び 純 資 産 合 計 4,246,498

　

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書

（自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日）

(単位：千円)
　

科 目 金 額

売 上 高 2,687,702

売 上 原 価 1,892,346

売 上 総 利 益 795,356

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 776,130

営 業 利 益 19,226

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 2,375

ス ク ラ ッ プ 売 却 益 471

そ の 他 8,365 11,212

営 業 外 費 用

支 払 利 息 1,514

そ の 他 1,985 3,500

経 常 利 益 26,938

特 別 利 益

受 取 保 険 金 2,424

固 定 資 産 売 却 益 206,794

撤 去 費 用 戻 入 益 17,500 226,718

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 71

減 損 損 失 2,889

災 害 に よ る 損 失 1,803 4,765

税 引 前 当 期 純 利 益 248,891

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 7,310

法 人 税 等 調 整 額 29,037 36,348

当 期 純 利 益 212,542
　

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

（自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日）

(単位：千円)
　

株 主 資 本

資 本 金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

資 本
準 備 金

利 益
準 備 金

そ の 他 利 益 剰 余 金
利 益
剰 余 金
合 計固 定 資 産

圧縮積立金
別 途
積 立 金

繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 500,000 249,075 61,400 132,330 1,920,000 264,052 2,377,782

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △23,889 △23,889

当 期 純 利 益 212,542 212,542

自 己 株 式 の 取 得

固定資産圧縮積立金の積立 68,318 △68,318 ―

固定資産圧縮積立金の取崩 △3,107 3,107 ―

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 65,210 123,443 188,653

当 期 末 残 高 500,000 249,075 61,400 197,540 1,920,000 387,495 2,566,436

　
株 主 資 本 評価・換算差額等

純 資 産 合 計
自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

その他有価証券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 △217,699 2,909,157 49,170 49,170 2,958,328

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △23,889 △23,889

当 期 純 利 益 212,542 212,542

自 己 株 式 の 取 得 △24 △24 △24

固定資産圧縮積立金の積立 ― ―

固定資産圧縮積立金の取崩 ― ―

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

791 791 791

当 期 変 動 額 合 計 △24 188,629 791 791 189,421

当 期 末 残 高 △217,724 3,097,787 49,962 49,962 3,147,750
　

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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個 別 注 記 表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式
移動平均法による原価法

② その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価額に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法によ
り算定しております。）

時価のないもの
移動平均法による原価法

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっておりま

す。
① 商品・製品・原材料
総平均法による原価法

② 未成工事支出金
個別法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法
(1) リース資産以外の有形固定資産（投資不動産を含む）

定率法によっております。
ただし、平成10年４月１日以降取得した建物 (建物附属設備を除く)並びに平

成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を
採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　 建物及び構築物 ４年～50年 機械及び装置 ９年
また、平成19年３月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額ま

で償却が終了した翌年から５年間で均等償却する方法によっております。
(2) リース資産以外の無形固定資産

定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法によっております。
(3) リース資産
① 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。

② 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(4) 長期前払費用
均等償却によっております。
なお、償却期間については、法人税法に規定する方法と同一の基準によって

おります。
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3. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるために、一般債権については貸倒実績率に
より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収
不能見込額を計上しております。

(2) 完成工事補償引当金
請負工事の補修による費用支出に備えるため、保証期間内の補修費用見込み

額に基づき計上しております。
(3) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額基準により計上してお
ります。

(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、期末自己都合要支給額を退職給付債務とす

る方法「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号
平成24年５月17日)第50項(１)第３号、年金資産の期末時価及び当事業年度末に
おける株式給付規程に基づく期末勤務ポイントに基づき当事業年度末において
発生していると認められる額を計上しております。

(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給見積額を計

上しております。

4. 収益及び費用の計上基準
売上の計上基準は、原則として出荷基準によっておりますが、建築設備部の売

上は、進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準
（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準
を適用しております。
また、商品のうち輸入機械の据付工事を含む契約については、据付完了時点で

売上を計上しております。

5. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

6. 表示方法の変更
従来、当社の製品、商品の運送に係る費用は、「販売費及び一般管理費」（前事

業年度151,185千円）として計上しておりましたが、当事業年度より当該費用を
「売上原価」（当事業年度158,473千円）として計上しております。この変更は、よ
り一層厳密な原価管理及び原価計算を行うことを目的として変更したものであり
ます。
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(追加情報)
　 （株式給付型ＥＳＯＰ制度について）

当社は、従業員の新しい福利厚生サービスとして当社の株式を給付し、当社の
株価や業績との連動性をより高め、経済的な効果を株主の皆様と共有することに
より、株価上昇及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めることを目的として、
「株式給付型ＥＳＯＰ」（以下「本制度」という）を導入しております。
1.取引の概要

本制度は、予め当社が定めた株式給付規定に基づき、一定の資格等級以上の当
社の従業員が退職した場合等に、退職者等に対し当社株式を給付する仕組みです。
当社は、従業員に当社の業績と従業員の人事考課結果に応じてポイントを付与

し、従業員の退職時等に累積したポイントに相当する当社株式を給付します。退
職者等に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含
め取得し、信託財産として分別管理するものとします。当該信託設定に係る金銭
は全額当社が拠出するため、従業員の負担はありません。
本制度の導入により、従業員は当社株式の株価上昇による経済的利益を収受す

ることができるため、株価を意識した業績向上への勤労意欲を高める効果が期待
できます。また、本信託の信託財産である当社株式についての議決権行使には、
受益者候補である従業員の意思が反映されるため、従業員の経営参画意識を高め
る効果が期待できます。

2.信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)

により、純資産の部に自己株式として計上しております。
当該自己株式の帳簿価額及び株式数
前事業年度38百万円、248千株、当事業年度38百万円、248千株

(貸借対照表に関する注記)
1. 担保に供している資産及び担保に係る債務
(1) 担保に供している資産

建 物 62,309千円

土 地 220,257千円

計 282,567千円

　 (2) 担保に係る債務 －千円

2. 資産から直接控除した減価償却累計額

　 (1) 有形固定資産 3,495,945千円

　 (2) 投資不動産 614,801千円
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(損益計算書に関する注記)
　 減損損失

当社は事業区分を基本とし、将来の使用が見込まれていない遊休資産及び賃貸
用資産等については個々の物件単位でグルーピングをしております。

当事業年度において今後の使用見込みがなくなった事業用資産について、帳簿
価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（2,889千円）として特別
損失に計上しております。
当事業年度における減損損失の内訳は以下のとおりであります。

用 途 場 所 種 類 金 額 ( 千 円 )

事業用資産 兵庫県加西市 建設仮勘定 2,889

（注）なお、備忘価額を回収可能価額として算定しております。

(株主資本等変動計算書に関する注記)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

当事業年度期首
株 式 数(株)

当 事 業 年 度
増 加 株 式 数(株)

当 事 業 年 度
減 少 株 式 数(株)

当 事 業 年 度 末
株 式 数(株)

普 通 株 式 3,568,000 － － 3,568,000

2. 自己株式の種類及び総数に関する事項

当事業年度期首
株 式 数(株)

当 事 業 年 度
増 加 株 式 数(株)

当 事 業 年 度
減 少 株 式 数(株)

当 事 業 年 度 末
株 式 数(株)

普 通 株 式 581,865 23 － 581,888

(注)1 当社は、平成23年11月25日開催の取締役会において、「株式給付型ESOP信託」を導入すること
を決議いたしました。この導入に伴い、平成23年12月16日付で日本トラスティ・サービス信託銀
行株式会社(信託口)が当社株式を250,000株取得しております。なお、平成30年３月31日現在に
おいて信託口が所有する当社株式248,100株を自己株式に含めて記載しております。

(注)2 (変動事由の概要)
　 増加数の内訳は、次のとおりであります。
　 単元未満株式の買取による増加 23株
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3. 剰余金の配当に関する事項
(1) 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

決 議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基 準 日
効 力
発 生 日

平成29年６月29日
定時株主総会

普通株式 25,873 8
平成29年
３月31日

平成29年
６月30日

(注) 配当金の総額には、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)に対する配当金
1,984千円を含んでおります。

　
(2) 当事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

決 議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基 準 日
効 力
発 生 日

平成30年６月28日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 25,873 8
平成30年
３月31日

平成30年
６月29日

(注) 配当金の総額には、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)に対する配当金
1,984千円を含んでおります。

　
4. 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する事項
(1) 当期首及び当期末の自己株式数に含まれる信託が保有する自社の株式数

当期首 248,100株 当期末 248,100株

(2) 当期に増加又は減少した自己株式数に含まれる信託が取得又は売却、交付し

た自社の株式数

　 増加 －株 減少 －株

(3) 配当金の総額に含まれる信託が保有する自社の株式に対する配当金額

1,984千円
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(金融商品に関する注記)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、主にコンクリート製品の製造販売事業を行うための設備投資計画に
照らして、必要な資金のうち自己資金でまかなえない部分は金融機関、あるい
は資本市場より調達することとしております。一時的な余資は定期預金等、安
全性の高い金融資産で運用し、短期的な運転資金は銀行借入により調達する方
針であります。デリバティブ取引はリスク回避する手段に限定して利用するこ
ととし、投機的な取引は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに

晒されております。投資有価証券は、主に取引先企業との業務提携、あるいは
資本提携等を目的とする株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりま
す。
　営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど１年以内の支払期日であり
ます。また、その一部には、商品及び原材料等の輸入に伴う外貨建ての債務が
あり、為替の変動リスクに晒されております。外貨調達は実需の範囲内で必要
都度、機動的に行っております。借入金及びファイナンス・リース取引に係る
リース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償
還日は決算日後、最長で９年後であります。なお、決算期末日現在デリバティ
ブ取引に該当する取引はありません。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、営業債権について、取引権限を定めた社内規程に則り、各事業部門

及び管理部が主体となって主要な取引先の状況を定期的にモニタリングしてお
ります。取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化
等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当社は、外貨建ての仕入債務について、月次で通貨別に為替の変動リスクは

把握しつつ実需の範囲で必要最小限を調達するポジションを維持し、為替相場
に対してはニュートラルな姿勢で対応することとしております。なお当社は決
算期末日現在外貨建ての売掛債権はありません。投資有価証券については、定
期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、取引先企業との関
係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリス

ク）の管理
当社は、各部門からの報告に基づき経理財務室が適時に資金繰計画を作成・

更新するとともに、手許流動性を売上高の２か月分相当に維持すること、また、
金融機関からの資金調達手段の多様化などにより、流動性リスクを管理してお
ります。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合に

は合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変
動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該
価額が変動することもあります。
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2. 金融商品の時価等に関する事項
平成30年３月31日（決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差

額については、次のとおりであります。
（単位：千円）

科目
貸借対照表

計上額
時価 差額

(1) 現金及び預金 788,359 788,359 －

(2) 受取手形 335,663 335,663 －

(3) 電子記録債権 101,696 101,696 －

(4) 売掛金 286,131 286,131 －

(5) 完成工事未収入金 83,892 83,892 －

(6) 投資有価証券

　 ① その他有価証券 102,677 102,677 －

(7) 破産更生債権等 36,327

　 貸倒引当金（※１） △36,327

－ －

資産計 1,698,421 1,698,421

(1) 支払手形 326,543 326,543 －

(2) 買掛金 97,192 97,192 －

(3) 工事未払金 28,605 28,605 －

(4) 未払金 50,843 50,843 －

(5) 短期借入金 50,000 50,000 －

(6) 長期未払金 63,000 61,601 △1,398

(7) 長期借入金（※２） 126,676 126,676 －

負債計 742,860 741,462 △1,398
　
（※１）破産更生債権等に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
（※２）１年内返済予定の長期借入金を含めております。
(注)１. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 資産
① 現金及び預金、② 受取手形、③ 電子記録債権、④ 売掛金、⑤完成工事
未収入金
これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似しているこ

とから、当該帳簿価額によっております。
⑥ 投資有価証券
時価の算定方法は、取引所の価額によっております。

　また、その他有価証券において、種類ごとの取得価額、貸借対照表計上額
及びこれらの差額については、以下のとおりであります。
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　 （単位：千円）

種類 取得価額
貸借対照表

計上額
差額

貸借対照表計上額が

取得価額を超えるもの

(1) 株式 37,051 92,714 55,662

(2) 債券 － － －

　① 国債・地方債等 － － －

　② 社債 － － －

　③ その他 － － －

(3) その他 5,116 9,963 4,846

小計 42,168 102,677 60,509

貸借対照表計上額が

取得価額を超えない

もの

(1) 株式 － － －

(2) 債券 － － －

　① 国債・地方債等 － － －

　② 社債 － － －

　③ その他 － － －

(3) その他 － － －

小計 － － －

合計 42,168 102,677 60,509

⑦ 破産更生債権等
時価は、帳簿価額から個別貸倒引当金を控除した額により算定しておりま

す。

(2) 負債
① 支払手形、② 買掛金、③ 工事未払金、④ 未払金、⑤ 短期借入金
これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似しているこ

とから、当該帳簿価額によっております。
⑥ 長期未払金
時価は、一定の期間ごとに区分した債務ごとに、その将来キャッシュ・フ

ローを、返済期日までの期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現
在価値により算定しております。

　 ⑦ 長期借入金

すべて変動金利であり、短期間で市場金利を反映するため、時価は帳簿価
額に近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(注)２. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
　 （単位：千円）

科目 区分 貸借対照表計上額

投資有価証券（※１） 非上場株式 3,000

関係会社株式 非上場株式 26,152

（※１）市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(6) 投資有価証券」
には含めておりません。
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(賃貸等不動産に関する注記)
1. 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社は、大阪府、兵庫県及び岡山県において、賃貸用オフィスビル、賃貸用商
業施設、賃貸用住宅、賃貸用駐車場等を有しております。

2. 賃貸等不動産の貸借対照表計上額及び当事業年度における主な変動並びに決算
日における時価及び当該時価の算定方法

（単位：千円）

貸借対照表計上額
決算日における

時価当事業年度期首

残高

当事業年度

増減額

当事業年度末

残高

遊休地 448,371 △21,409 426,962 1,459,226

オフィスビル 247,667 △1,349 246,317 166,529

商業施設 25,650 △1,911 23,738 42,000

住宅 152,956 △6,563 146,393 332,228

駐車場等 26,725 1,125 27,850 56,496

合計 901,371 △30,108 871,262 2,056,480

　 (注) 1. 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
2. 主な変動

増加 遊休地から転用 1,137千円

固定資産の取得 1,678千円

減少 遊休地の売却 20,225千円

減価償却の進行 11,562千円

遊休地への転用 1,137千円

3. 当事業年度の時価は、主に社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に準ずる評価
書等に基づく金額であります。

3. 賃貸等不動産に関する損益
当該賃貸等不動産に係る賃貸損益は、32,161千円であります。なお、賃貸損益

は売上高、主な賃貸費用は売上原価に計上しております。
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(税効果会計に関する注記)
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

　役員退職慰労引当金 2,229千円

欠損金 121,601千円

　未払役員退職金 22,935千円

　関係会社株式評価損 8,062千円

　賞与引当金 2,324千円

　たな卸資産評価損 3,190千円

　退職給付引当金 37,034千円

　貸倒引当金 11,108千円

　固定資産減損損失 55,719千円

　投資有価証券評価損 21,069千円

　その他 3,571千円

繰延税金資産小計 288,846千円

評価性引当額 △288,846千円

繰延税金資産合計 －千円

繰延税金負債

　固定資産圧縮積立金 △87,333千円

　その他有価証券評価差額金 △10,546千円

繰延税金負債合計 △97,880千円

繰延税金負債の純額 △97,880千円

(リースにより使用する固定資産に関する注記)
特記すべき事項はありません。
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(関連当事者との取引に関する注記)
　特記すべき事項はありません。

(１株当たり情報に関する注記)

１株当たり純資産額 1,054円13銭

１株当たり当期純利益 71円18銭
(注) 総額法の適用により計上された自己株式については、１株当たり当期純利益の算定上、期

中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
また、１株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めて

おります。
期末の当該自己株式の数 248,100株 期中平均の当該自己株式の数 248,100株

(重要な後発事象に関する注記)
　完全子会社の吸収合併

　当社は、平成30年４月27日開催の取締役会において、当社完全子会社である、伊
藤恒業株式会社を吸収合併することを決議致しました。
　また、本合併に伴い、当社においては特別損失（抱合せ株式消滅差損）の発生が
見込まれるため、会社法第796条第３項但書及び第795条第２項第１号の規定により、
平成30年６月28日開催予定の定時株主総会の承認が得られることを条件としており
ます。

１ 取引の概要
　(1) 結合当事企業の名称及びその事業の内容

　存続会社：株式会社イトーヨーギョー
　 (事業の内容)コンクリート製品の製造販売
　消滅会社：伊藤恒業株式会社

　 (事業の内容)煉瓦の製造販売
　(2) 合併の時期

　合併契約締結日 平成30年４月27日
　 株主総会決議日 平成30年６月28日（予定）
　 合併期日（効力発生日） 平成30年７月31日（予定）
(3) 企業結合の法定形式

当社を吸収合併存続会社、伊藤恒業株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合
併であります。

(4) 結合後企業の名称
　 株式会社イトーヨーギョー
(5) その他の取引の概要

伊藤恒業株式会社は当社の完全子会社であり、昭和34年に設立後、煉瓦の製造
販売を行っておりましたが、現在は実質的に休眠状態となっております。この度、
同社を整理・統合し、当社における経営の合理化及び効率の向上を図ることを目
的に、当社を存続会社として同社を吸収合併するものであります。
　なお、全額出資子会社との合併であるため、新株式の発行及び資本金の増加は
ありません。
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２ 実施予定の会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年９月13日)及び

「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適
用指針第10号 平成25年９月13日)に基づき、共通支配下の取引として処理する予
定であります。
　なお、平成31年３月期において、抱合せ株式消滅差損として26,290千円を特別
損失に計上する予定であります。

　
(その他の注記)

　記載金額は、表示の数値未満を切り捨てて表示しております。
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会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書
平成30年５月10日

株式会社イトーヨーギョー
　取締役会 御中

ひ び き 監 査 法 人

代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士 渡 部 靖 彦 ㊞

代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士 木 下 隆 志 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社イトーヨ
ーギョーの平成29年４月１日から平成30年３月31日までの第69期事業年度の計算
書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記
表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。こ
れには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から
計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、
我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づ
き監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証
拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、
不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評
価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、
状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の
作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採
用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に
公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明
細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示し
ているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記
載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書
当監査役会は、平成29年４月１日から平成30年３月31日までの第69期事業年度の取締役の

職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を
作成し、以下のとおり報告いたします。
1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果
について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報
告を受け、必要に応じて説明を求めました。

各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等
に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査
の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人
等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書
類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。
また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確
保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法
施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び
当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人
等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、
意見を表明いたしました。
さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視

及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に
応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確
保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理
基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必
要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書につい
て検討いたしました。

2. 監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果

一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示して
いるものと認めます。

二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事
実は認められません。

三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当
該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行について
も、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人 ひびき監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成30年５月11日

株式会社イトーヨーギョー 監査役会

常勤監査役 鑄 方 徳 亮 ㊞

監 査 役 喜 多 秀 樹 ㊞

監 査 役 藤 原 信 介 ㊞

(注) 監査役喜多秀樹及び監査役藤原信介は、会社法第２条第16号及び第335条第３項に定め
る社外監査役であります。

以 上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案　剰余金の処分の件

当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営施策の一つとして位置付け、

安定的な配当を継続して行うことを基本としつつ、各事業年度の業績と将来

の事業展開を勘案し、業績に応じた適正な利益配分を行うことを基本方針と

しております。

　当期の期末配当につきましては、当期の業績の状況及びキャッシュ・フロ

ーの安定、将来の事業展開等を勘案いたしまして、次のとおりといたしたい

と存じます。

（1）配当財産の種類

　 金銭

（2）配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金８円 総額 25,873,696円

（3）剰余金の配当が効力を生じる日

平成30年６月29日

第２号議案　伊藤恒業株式会社との合併契約承認の件

１．吸収合併を行う理由

　伊藤恒業株式会社は当社の完全子会社であり、昭和34年に設立後、煉瓦の

製造販売を行っておりましたが、現在は実質的に休眠状態となっております。

今般、同社を整理・統合し、当社における経営の合理化及び効率の向上を

図ることを目的に、当社を存続会社として同社を吸収合併（以下、「本合併」

といいます。）するものであります。

なお、本合併に伴い、当社においては合併差損が生じることが見込まれる

ため、会社法第796条第３項但書及び第795条第２項第１号の規定により本合

併に係る吸収合併契約のご承認をお願いするものであります。

２．吸収合併契約の内容の概要

　当社及び伊藤恒業株式会社が平成30年４月27日付で締結した本合併契約の

内容は、次のとおりです。
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合 併 契 約 書 （写）

株式会社イトーヨーギョー（以下「甲」という。）と伊藤恒業株式会社（以下「乙」とい
う。）とは、次のとおり合併契約を締結する。

（合併の方法）
第１条 甲及び乙は、甲を吸収合併存続会社、乙を吸収合併消滅会社として合併する。
（商号及び住所）
第２条 吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社の商号及び住所は、次のとおりである。
　（１）吸収合併存続会社

　 商 号 株式会社イトーヨーギョー
　 住 所 神戸市中央区中山手通５丁目１番３号
　（２）吸収合併消滅会社

　 商 号 伊藤恒業株式会社
　 住 所 兵庫県高砂市曽根町２５５４番地の１
（効力発生日）
第３条 合併の効力発生日は、平成３０年７月３１日とする。ただし、合併手続の進行に応

じ、必要があるときは甲乙協議してこの期日を変更することができる。
（株式の交付及び割当て）
第４条 甲は合併に際し、乙の株主に対し、一切の対価を交付しない。
（合併承認決議）
第５条 甲及び乙は、効力発生日の前日までに、それぞれ株主総会を開催し、本契約書の承

認及び合併に必要な事項の決議を経ることを要する。
（合併条件の変更・解除）
第６条 本契約の締結の日から効力発生日に至るまでの間において、天災地変その他の事由

により、甲又は乙の資産若しくは経営状態に重要な変動が生じたときは、甲乙協議の
上、合併条件を変更し、又は互いに損害賠償等を請求することなく、本契約を解除す
ることができる。

（権利義務全部の承継）
第７条 甲は効力発生日において、乙の従業員、資産及び負債その他一切の権利義務を承継

する。
（本契約規定以外の事項）
第８条 本契約に定めるもののほか、合併に関し必要な事項は本契約の趣旨に従って、甲乙

協議の上、これを決定する。

本契約の成立を証するため、本契約書を１通作成し、甲乙記名押印の上、甲が原本を保有
し、乙が写しを保有する。

平成３０年 ４月２７日

　 神戸市中央区中山手通５丁目１番３号
（甲）株式会社イトーヨーギョー
　 代表取締役社長 畑中 浩 ㊞

　 兵庫県高砂市曽根町２５５４番地の１
（乙）伊藤恒業株式会社
　 代表取締役 畑中 浩 ㊞
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３．会社法施行規則第191条に定める事項の内容の概要

（1）合併対価の相当性に関する事項

当社は吸収合併消滅会社である伊藤恒業株式会社の発行済株式の全部

を所有しているため、本合併により株式その他の対価の交付は行いま

せん。また、本合併による当社の資本金の額及び資本準備金の額の増

加はありません。

（2）合併に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項

該当事項はありません。

（3）伊藤恒業株式会社の最終事業年度に係る計算書類等の内容

伊藤恒業株式会社の最終事業年度に係る計算書類等は、法令及び当社

定款第１６条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト

（https://itoyogyo.co.jp/ir/investors/）に掲載しております。

（4）当社及び伊藤恒業株式会社における最終事業年度の末日後に生じた重

要な財産の処分等に関する事項

該当事項はありません。
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第３号議案　取締役５名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役４名全員は任期満了となりますので、経

営体制の強化のため１名増員し、取締役５名の選任をお願いするものであり

ます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

　

候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当
(重要な兼職の状況)

所有する当
社株式の数

１
畑
は た な か

中　 浩
ひろし

(昭和31年７月23日生)

昭和54年４月 株式会社住友クレジットサービス

33,000株

(現 三井住友カード株式会社)入社

平成６年４月 恒菱株式会社（当時 当社の子会社)

入社

平成６年12月 同社取締役

平成14年６月 当社取締役

平成15年３月 恒菱株式会社代表取締役常務

平成17年４月 当社取締役営業本部長

平成18年４月 当社代表取締役副社長

平成20年４月 当社代表取締役社長（現任）

平成21年11月 当社生産部長

平成22年７月 当社商事部長

平成23年５月 当社コンクリート営業本部長

平成26年10月 当社経営管理本部長（現任）

平成29年４月 当社インフラ事業本部長

平成30年４月 当社開発本部長 兼 生産技術部長

（現任）

２
髙
た か お か

岡　薫
し げ お

生
（昭和44年５月28日生）

平成８年４月 日本海工株式会社入社

3,600株

平成15年６月 当社入社

平成21年４月 当社技術開発部次長

平成24年４月 当社開発本部副本部長（現任） 兼

開発営業部長

平成26年６月 当社取締役（現任）

平成29年12月 当社技術開発部長（現任）
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当
(重要な兼職の状況)

所有する当
社株式の数

３

【新任】

伊
い と う

藤　量
か ず や

哉
（昭和47年５月３日生）

平成７年４月 丸紅建設機械販売株式会社入社

（現 丸紅株式会社）

0株

平成11年５月 当社入社

平成24年４月 当社大阪営業部長 兼 神戸営業所長

平成25年４月 当社コンクリート営業本部副本部長

平成26年４月 当社執行役員 （現任）

平成27年８月 当社営業推進部長

平成29年４月 当社インフラ事業本部副本部長

兼 コンクリート営業部長（現任）

平成30年４月 当社インフラ事業本部長（現任）

４

【新任】

佐
さ と う

藤　勝
か つ や

也
（昭和43年９月18日生）

平成４年４月 株式会社精研入社

2,608株

平成14年５月 有限会社アイワテック入社

平成15年４月 日本水理株式会社入社

平成16年10月 恒菱株式会社（当時 当社の子会社)

入社

平成25年４月 当社建築設備部長（現任）

平成27年４月 当社執行役員（現任）

平成29年４月 当社インフラ事業本部副本部長

平成30年４月 当社インフラ事業本部長（現任）

５
岡
おか

　 博
ひろし

（昭和22年９月24日生）

昭和46年７月 三菱重工業株式会社入社

0株

平成16年４月 三菱重工空調システム株式会社（現

三菱重工冷熱株式会社）代表取締役

社長

平成26年６月 当社社外取締役（現任）
　

(注) 1．伊藤量哉氏及び佐藤勝也氏は、新任の取締役候補者であります。

2．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

3．各候補者の所有する当社株式の数は、当期末（平成30年３月31日）現在の株式数を記載して

おります。また、イトーヨーギョー社員持株会における本人持分を含めて記載しておりま

す。

4．岡博氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取締役候補者であります。な

お、当社は岡博氏を東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。

5．岡博氏は、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社経営に有用な助言をい

ただけるものと判断したため、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、

同氏は現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結

の時をもって４年となります。

6．当社は、定款の定めに基づき岡博氏との間で責任限定契約を締結しており、同氏の再任が承

認された場合には、同氏と当該契約を継続する予定であります。なお、当該契約に基づく損

害賠償責任の限度額は法令に規定する額であります。
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第４号議案　監査役１名選任の件

本総会終結の時をもって、監査役 藤原信介氏は辞任されますので、監査

役１名の選任をお願いするものであります。

なお、畑山直久氏は藤原信介氏の補欠として選任されることとなりますの

で、その任期は当社定款第35条の定めにより、退任される監査役の任期の満

了する時までとなります。

また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位
(重要な兼職の状況)

所有する当
社株式の数

【新任】

畑
は た や ま

山　直
な お ひ さ

久
(昭和53年５月10日生)

平成19年12月 あずさ監査法人（現 有限責任あず

0株

さ監査法人）入社

平成23年10月 公認会計士登録

平成26年１月 畑山公認会計士事務所代表

（現職）

平成26年３月 税理士登録

(注) 1．畑山直久氏は、新任の監査役候補者であります。

2．当社は、畑山直久氏が所属している畑山公認会計士事務所との間に税務申告代理業務におけ

る顧問契約を締結しております。

3．畑山直久氏が監査役に選任された場合の任期は、辞任する藤原信介氏の任期が満了する時

（平成32年開催予定の第71回定時株主総会の終結の時）までであります。

4．畑山直久氏は、会社法施行規則第２条第３項第８号に定める社外監査役候補者であります。

なお、当社は畑山直久氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け

出る予定であります。

5．畑山直久氏は、長年にわたり会計士として税務に携わってこられたご経験を通じて培ってこ

られた財務及び会計に関する高度な知見からの視点に基づき社外監査役としての職務を適切

に遂行していただけると判断したため、社外監査役として選任をお願いするものでありま

す。なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありません

が、上記の理由により社外監査役としての職務を適切に遂行ができるものと判断しておりま

す。

6．畑山直久氏の選任が承認された場合、当社は定款の定めに基づき、同氏との間で責任限定契

約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令に規定

する額であります。
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第５号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって、取締役 神代丈生氏は任期満了により退任され

ますので、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相

当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時

期、方法等は取締役会にご一任願いたいと存じます。

退任取締役の略歴は、次のとおりであります。

氏 名 略 歴

神
く ま し ろ

代　丈
た け お

生

平成23年６月 当社取締役開発本部長 兼 技術開発部長 兼

生産技術部長

平成27年４月 当社常務取締役開発本部長 兼 技術開発部長

兼 生産技術部長

平成29年12月 当社常務取締役開発本部長 兼 生産技術部長

現在に至る

以 上
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株主総会会場ご案内図

会 場 大阪市北区豊崎三丁目９番１号

ホテルサンルート梅田 本館２階「太陽の間」

電話 06（6373）1111

［交通のご案内］

●地下鉄御堂筋線「中津駅」３番出口より徒歩約６分、「梅田駅」より徒歩約10分

●阪急電車「梅田駅」茶屋町口より徒歩約５分

●ＪＲ「大阪駅」御堂筋北口より徒歩約10分

※駐車場はご用意いたしておりませんので、公共交通機関をご利用ください。
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